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お知らせ

問八戸清掃工場 Ｔ27-1351 Ｆ27-9707 ホ広域組合ホームページ内「一般廃棄物処理施設整備基本構想｣を検索

将来のごみ処理施設の基本構想を策定しました!

　八戸地域広域市町村圏事務組合では、持続可能で安定的な廃棄物の処理に向け「一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会」
を設置し、今後の一般廃棄物処理施設の整備方針等の検討を進めています。
　「一般廃棄物処理施設整備基本構想」は、周辺の自治体施設・民間施設の活用なども含めごみ処理の現状を分析し、課題を抽
出するとともに、今後の処理方針等について長期的視点に立ちながら多面的な検討を行い、八戸地域における安定したごみ
処理システムのあり方をまとめるものです。

一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定

　以上の検討を踏まえ、各構成市町で定めたごみ処理基本計画と整合性を図りつつ、廃棄物の持続的かつ適正な処理、循環型
社会の形成およびSDGs（持続可能な開発目標）の推進を図るため、今後の施設整備に係る基本方針を次のとおり掲げます。

今後のごみ処理施設整備に係る基本方針

１ 安全・安心に配慮した施設
２ 災害に強く、強靭で安定的に処理できる施設
３ 経済性・効率性に優れた施設

４ 環境に配慮した施設
５ 地域に開かれた施設

　中間処理手法（焼却施設・リサイクル施設）の選択肢と埋立処分手法（最終処分場）の選択肢を組み合わせ、ごみ処理の安定
性と経済性で比較検討した結果、「現行踏襲案（埋立処分委託）」を選定しました。
　中間処理施設は段階的に新しい施設を整備し、一部の埋立処分（焼却灰などの処分）を民間へ委託することにより、現在の
最終処分場を延命化、より強靭な体制となります。

焼却施設とリサイクル施設を更新、埋立は民間委託へ

民間委託新施設廃止改良施設現有施設《凡例》

令和5年（現状）

第一工場 第二工場

リサイクル
プラザ 処分場

〈施設規模〉
焼却施設：450t/日（150t×3炉）
リサイクルプラザ：171.09t/日

令和15年（中期）

第一工場
（改良済）

第二工場
（廃止）

リサイクル
プラザ 処分場 処分場

（一部民間
委託）

令和25年（長期）

新清掃工場焼却/
リサイクルプラザ

（新設 令和19年稼働）

処分場 処分場
（一部民間

委託）

〈施設規模〉
焼却施設：254t/日
リサイクルプラザ：46.38t/日

　焼却施設である清掃工場（第一工場、第二工場）とリサイクルプラザの老朽化が進んでいます。新しい施設の整備には10年
以上の長い期間を要するため、早い段階での検討が必要です。
　また、焼却灰などを埋立処分する八戸市の最終処分場は、あと約12年間で一杯になってしまうため、新しい処分先が必要
となります。

ごみ処理施設の老朽化が進んでいます

課 題
▷長期の運転継続には大規模な主要機器の更新が必要
▷特に第二工場の延命化には耐震診断が必須条件
▷�第一工場と第二工場は相互に補完関係にあり、今後のごみ処理の
安定性確保に不安…
▷清掃工場と最終処分場を新設した場合、整備時期が重複

施　設 経過年数
八戸清掃工場第一工場 26年
八戸清掃工場第二工場 43年
八戸リサイクルプラザ 22年

廃棄物焼却施設の平均供用年数は30.5年
とされています!


